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規    則 
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訓    令 
 

那覇市部長会議規程の一部を改正する訓令（経営企画室） 
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告    示 
 

那覇市告示第３６号 

平成17年６月15日 

 

平成17年（2005年）5月臨時会で議決された平成17年度那覇市老人保健特別会

計の補正予算（第1号）は次のとおりである。       

 那覇市長 翁 長 雄 志 

 

平成１７年度那覇市老人保健特別会計補正予算（第１号）（健康推進課） 
 

平成１７年度那覇市の老人保健特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２４６，２７９千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，３１７，０９０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 
第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                          （単位：千円） 
款 項 補正前の額 補正額 計 

 14,409,499 72,397 14,481,896 １支払基金交付金 

１支払基金交付金 14,409,499 72,397 14,481,896 

 6,440,869 173,882 6,614,751 ２国庫支出金 

１国庫負担金 6,440,869 173,882 6,614,751 

    歳  入  合  計 24,070,811 246,279 24,317,090 

 

歳 出                          （単位：千円） 
款 項 補正前の額 補正額 計 

 8 25,551 25,559 

１ 償還金 7 5,888 5,895 

２ 諸支出金 

         

２ 繰出金 1 19,663 19,664 

 0 220,728 220,728 ３ 繰上充用金 

１ 繰上充用金 0 220,728 220,728 

歳  出  合  計 24,070,811 246,279 24,317,090 

 

 

 

 
322 



        那 覇 市 公 報  第１４１３号  2005（平成17）年６月15日 

 
那覇市告示第３７号 

平成17年６月15日 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和27年法律第292号）第40条の２第１項の規定により、平成16年 10月１日から

平成17年３月31日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のと

おり公表する。 

                        那覇市長 翁 長 雄 志 

平成１６年度下半期那覇市の財政（平成 17 年３月 31 日現在）（財政課） 
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上下水道局規程 
 

那覇市上下水道局規程第１４号 

平成 １７年 ４ 月 １ 日 

公     布      済 

 

那覇市上下水道局の告示等の公示に関する規程をここに公布する。 

 

               那覇市上下水道事業管理者 

                 上下水道局長  高  嶺   晃 

 

那覇市上下水道局の告示等の公示に関する規程 
 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、那覇市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が行

う告示及び公告（以下「告示等」という。）の公示について、必要な事項を定め

る。 

 （公示の方法） 

第２条 公示しようとするときは、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印

を押さなければならない。 

２ 公示は、那覇市公報に登載して行う。ただし、天災地変その他やむを得ない事

情で那覇市公報に登載して行うことができないとき又は急を要するときは、上下

水道局の掲示場に掲示して、これに代えることができる。 

 （施行期日） 

第３条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行

する。 

 

   付 則 

１ この規程は、４月１日から施行する。 

２ この規程の施行前に行った告示等は、この規程により行われたものとみなす。 

 

 

 
 

那覇市上下水道局規程第１５号 

平成 １７年 ５ 月 １３日 

公     布      済 

 
 那覇市上下水道局自家用電気工作物保安規程をここに公布する。 

 

                  那覇市上下水道事業管理者 

                      上下水道局長  高 嶺  晃 
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那覇市上下水道局自家用電気工作物保安規程 

 

 那覇市上下水道局自家用電気工作物保安規程（昭和47年水道局規程第8号）の全部

を改正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42

条第１項の規定に基づき、上下水道局の事業場（以下「事業場」という。）にお

ける電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するために必要な事項を定め

る。 

 （法令等の遵守） 

第２条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）及び職員は、関係法令及

びこの規程を遵守しなければならない。 

 （規程の改廃等） 

第３条 この規程の改廃及び第29条に規定する細則の制定改廃に当たっては、保安

業務受託者（以下「受託者」という。）の意見を聴いて立案しなければならない。 

 （保安業務組織） 

第４条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在、指揮命令系統、連

絡系統等の保安業務の執行組織は、次に掲げるところによる。 

(1) 管理者は、保安業務の執行を総括管理する。 

(2) 保安業務の分担は、別表第１による。 

(3) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第２

による。 

 （主任技術者の業務の委託） 

第５条 事業場における電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する業務で法

令上主任技術者が行うべきものは、受託者に委託する。 

２ 電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77号。以下「規則」という。）

第52条第２項の規定に基づき、主任技術者は選任しない。 

 （連絡責任者及び巡視者） 

第６条 管理者は、保安業務に関する事項を受託者に連絡するため、連絡責任者を

置く。 

２ 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う

者（以下「巡視者」という。）を選任しなければならない。 

３ 連絡責任者及び巡視者を選任したとき又は変更したときは、速やかに受託者に

通知するものとする。 

 （立会い） 

第７条 連絡責任者又は巡視者は、受託者の行う保安管理業務に立ち会わなければ

ならない。 

 （管理者の義務） 

第８条 管理者は、電気工作物の保安上重要な事項を決定又は実施しようとすると

きは、受託者の意見を聴かなければならない。 

２ 管理者は、受託者の意見を尊重しなければならない。 

３ 管理者は、法令に基づき所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に

関係のある場合は、受託者の意見を聴いてこれを立案し、決定しなければならな
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い。 

４ 管理者は、所管官庁が法令に基づき行う検査に受託者を立ち会わせなければな

らない。 

 （保安業務受託者の執務等） 

第９条 事業場における受託者の執務は、月に１回以上とする。ただし、必要があ

ると認める場合は、その都度執務するものとする。 

２ 受託者の勤務する場所及び連絡方法は、管理室その他見やすい箇所に掲示して

おかなければならない。 

 （従業者の義務） 

第10条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、受託者がその保安のた

めにする指示に従わなければならない。 

 （連絡責任者の代務者） 

第11条 管理者は、連絡責任者の不在時にその職務を代行する者（以下「代務者」

という。）を、あらかじめ定めておくものとする。 

 （保安教育） 

第12条 管理者は、受託者の協力を得て、電気工作物の工事、維持又は運用に従事

する者に対し、電気工作物に関する必要な知識及び技能の教育を計画的に行わな

ければならい。 

 （保安に関する訓練） 

第13条 管理者は、必要に応じ受託者の協力を得て、電気工作物の工事、維持又は運

用に従事する者に対し、電気事故その他災害が発生した時の措置について、指導

訓練を行わなければならない。 

 （工事計画） 

第14条 管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、

受託者の意見を求めるものとする。 

 （電気工作物の工事） 

第15条 管理者は、電気工作物の工事の実施に当たっては、当該事業場の業務活動

等の調整を図るものとする。 

２ 前項の工事実施に当たっては、必要に応じ作業責任者を選任し、受託者の監督

の下に作業につかせるものとする。 

３ 電気工作物に関する工事の一部を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在

を明確にしておかなければならない。 

４ 電気工作物に関する工事が終了した場合は、受託者においてこれを検査し、保

安上支障のないことを確認して引き渡しを受けるものとする。 

 （巡視、点検、測定） 

第16条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定のうち受託者が実施する範

囲は、協議して定めるものとする。 

２ 管理者は、受託者が行う巡視等に関し、必要な協力を行わなければならない。 

第17条 管理者は、点検又は測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が

判明したときは、受託者の指導、助言を得て電気工作物を修理し、改造し、移設

し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じなければなら

ない。 

 （事故の再発防止） 

第18条 管理者は、事故その他の異常が発生した場合には、受託者の指導、助言を

得て必要に応じ精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止のための措置をと
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らなければならない。 

 （運転又は操作） 

第19条 電気工作物の運転又は操作の基準は、次に掲げる事項について、別に細則

で定めるものとする。 

(1) 平常時、事故時又はその他の異常時における電気工作物の運転又は操作を

要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統並びに連絡要領 

(2) 沖縄電力株式会社（那覇支店及び糸満営業所）との連絡事項 

(3) 緊急に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法並びにこれらの掲示 

 （防災体制） 

第20条 管理者は、台風、地震、火災その他の非常災害に備え、電気工作物に関す

る保安を確保するための適切な措置をとる体制を整備しておかなければならない。 

 （災害時の指揮監督等） 

第21条 管理者は、受託者の協力を得て災害発生時における電気工作物の保安を確

保するための指揮監督を行う。 

２ 連絡責任者又は代務者は、災害の発生により危険であると認めるときは、直ち

に当該範囲の送電を停止することができる。 

 （記録） 

第22条 管理者又は受託者は、次に掲げる簿冊を備え、電気工作物の工事、維持又

は運用に係る所定の事項を記録し、これを保存しなければならない。 

(1) 補修工事記録 

(2) 巡視、点検、測定記録 

(3) 運転記録 

(4) 電気事故詳細 

２ 電気工作物の補修記録は、当該電気工作物を使用する期間保存しなければなら

ない。 

 （責任分界点） 

第23条 上下水道局の設置する電気工作物と沖縄電力株式会社の設置する電気工作

物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、両者との間で締結する電

力需給契約書によるものとする。 

 （需要設備） 

第24条 需要設備の構内は、別図第１から別図第8までのとおりとする。 

 （危険の表示） 

第25条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって

危険のあるところには、その旨を表示しなければならない。 

 （測定器具類の整備） 

第26条 管理者は、電気工作物の保安上必要な測定器具類は、常に整備し、適切に

保管しなければならない。 

 （設計図書類の整備） 

第27条 管理者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、

担当課又は当該事業場において必要な期間保存しなければならない。電気工作物

の維持及び運用に関し必要な図書も同様とする。 

 （重要書類の保存） 

第28条 管理者は、所管官庁、電気供給事業者等に提出した書類及び図面その他重

要な書類については、その写しを担当課又は当該事業場において必要な期間保存

しなければならない。 
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 （その他） 

第29条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に細則で定める。 

 

   付 則 

 この規程は、公布の日から施行し、改正後の那覇市上下水道局自家用電気工作物

保安規程は、平成17年４月１日から適用する。 
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那覇市上下水道局規程第１６号 

平成 １７年 ５ 月 １３日 

公     布      済 

 
那覇市上下水道局行政手続等における情報通信技術の利用に関する規程をここ

に公布する。 

 

               那覇市上下水道事業管理者 

                 上下水道局長  高  嶺   晃 

 
那覇市上下水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程 

 

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によ

る那覇市上下水道局に係る行政手続等については、他の規程に特別の定めのあるも

ののほか、那覇市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規

則（平成16年那覇市規則第50号）の例によるものとする。 

 

   付 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 
 

上下水道局告示 
 

那覇市上下水道局告示第４号 

平成 １７年 ６ 月 ２日 

掲     示     済 

 

 平成１７年（２００５年）５月那覇市議会臨時会で議決された平成１７年度那覇

市下水道事業会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

平成１７年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号） 
 

（総則） 

第１条 平成１７年度下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（特例的収入及び支出） 

第２条 平成１７年度那覇市下水道事業会計予算第４条の２に定めた未収金の金額

「770,625千円」を「619,095千円」に、未払金の金額「327,902千円」を「581,549

千円」に改める。 
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選挙管理委員会告示 
 

那覇市選挙管理委員会告示第７号 

平 成 １ ７ 年 ６ 月 ２ 日 

掲 示 済 

 

選挙人名簿登録の抹消について 
 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定に基づき、次のとおり 

選挙人名簿より登録を抹消した。 

 

                        那覇市選挙管理委員会 

                         委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 登録抹消者 大田 守史  他７０３名 

２ 登録抹消者リスト   別紙略 

３ 登録抹消条件 平成１７年１月１日から同年１月３１日までに転出した者 

         及び職権消除された者 

４ 登録抹消者数  ７０４名（ 男 ３７５名  女 ３２９名） 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第８号 

平 成 １ ７ 年 ６ 月 ２ 日 

掲 示 済 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び 

第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第４条第１項及び第４条の２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の

１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに

市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定す

る選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、それぞれ次のとおりである。 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数  ４，７８０人 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数  ７９，６５５人 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数  ３９，８２８人 
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                   那覇市選挙管理委員会告示第９号 

                   平 成 １ ７ 年 ６ 月 １ ５ 日  

 

選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日及び縦覧の日

について 
 

平成１７年７月１０日執行予定の那覇市議会議員選挙において、公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第２２条第２項の規定による選挙人名簿の登録について、

被登録資格の決定の基準日、登録の日及び縦覧の日を次のとおり定める。 

 

                       那覇市選挙管理委員会 

                       委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 被登録資格の決定の基準日 平成１７年７月２日。ただし、年齢については、

平成１７年７月１１日 

２ 登録の日         平成１７年７月２日 

３ 縦覧の日         平成１７年７月３日 

 

 

 

                    那覇市選挙管理委員会告示第１０号 

                    平 成 １ ７ 年 ６ 月 １ ５ 日  

 

選挙人名簿の縦覧場所について 
 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規定により、平成１

７年７月３日（日）に縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年

月日を記載した書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

 

                 那覇市選挙管理委員会 

                        委員長 大 城 勝 夫 

 

縦覧の場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎２階 

      那覇市選挙管理委員会 
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